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樹木剪定 　作業手順
・管内のＩＣ・ＰＡ・ＳＡ・路傍に植栽されている樹木の整枝作業

作業打ち合わせ（ＫＹ活動） 安全ミーティング日報による
作業位置・交通規制の確認・高所作業車の有無 別紙規制図による
作業人員の確認 作業分担・配置の確認
車輌・使用機械・器具の点検 機械・器具の不備はないか
保護具の確認 メガネ・安全帯の確認
作業方法の確認

使用燃料の取り扱い注意
独立木は樹形を整えながら全体に縮める形に切る ハシゴ使用時上部の固定と下を押さえる人をつける
生け垣は両サイドと上部をトリマーで刈り込む 木の上での作業は安全帯の着用厳守
寄せ植えはのびた所を平らに刈り込む 高所作業車の使用は別紙取り扱いを参照する

パッカー車に直接積み込むかトラックに積む トラック積み込みはラバコン側では行わない
排水溝内・積み込み箇所の清掃 パッカー車の場合はパッカー車積み込み作業手順書による

排水溝内に切った枝はないか・枝の散乱はないか

指定された処理場（まるみ草肥料センター）へ運搬する トラックの積み荷飛散防止の確認
パッカー車のゲートロック確認
遠距離を回送するので速度充分注意

終礼の実施 安全ミーティング日報による

注意事項 高所作業は安全帯を着用する
作業は保護メガネを使用する
脚立を使用する作業はしっかり据え付けて落下防止と転倒防止に努める
危ない場合は脚立を押さえる人をつける
脚立の天板には立たない
移動前に積載物の落下防止対策を実施し、複数人で確認する
車両を後退させる際は誘導員と打合せ実施後移動する。
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